一般社団法人釧根地区トラック協会
優良運転者・一般従業員表彰規程

（目　的）

第１条　　この規程は、釧根地区トラック協会会員の会社に永年に渉り誠　　　　実に勤務し、社業の発展に貢献した運転者及び一般従業員を表彰　　　　し、その功績を顕彰し、もってトラック運送事業の発展に資する事を目的とする。

（被表彰者資格）

第２条　　この規程による被表彰者は会員会社の運転者及び一般従業員で、　　　　その会社のトラック運送事業に誠実に勤務し、一般運転者の模範　　　　となる永年勤続者とし、現に運転に従事し、５ヶ年以上無事故運転者とする。

　　　　　但し、一般従業員は１０ヶ年とする。（役員は対象としない。）

（表彰種類）

第３条　　この規程による表彰は次のとおりとする。

　　　　５ヶ年・１０ヶ年・１５ヶ年・２０ヶ年・２５ヶ年・３０ヶ年

（被表彰者の審議）

第４条　　被表彰の選考は理事会において過半数以上の出席によって行わ　　　　れ、その過半数によって会長が決定する。

　　２．　表彰決定者は当該会社代表者に延滞なく通知するとともに、一般会員に適宣の方法により公示する。

（勤続年数）

第５条　　被表彰者の勤続年数の計算は次による。

　　　１．毎年1月1日をもって計算する。

　　　２．起算日は、その会社の本採用の日とする。

　　　３．その他の場合は次による。

　　　（１） 合併統合、買収又は営業権の譲渡等により現在の会社に引き継がれた者は旧会社に採用された日を起算日とする。

　　　（２） 長期欠勤１ヶ年以上の者は勤続年数により、その期間を除　　　　　いて計算する。

　　　（３） 当該会社から系列会社等へ出向した休職期間は勤続年数に　　　　　加算する。

（申請の手続き）

第６条　　被表彰者の申請は会員の会社代表者より協会長宛に所定の様式　　　　の申請書に本人の履歴書を添えて申請する。

（表　彰）

第７条　　表彰は協会長名の表彰状の授与をもって行い、副賞を授与する。

　　　　

（表彰の実施）

第８条　　表彰は毎年定時総会において実施する。

（被表彰者の記録）

第９条　　協会は被表彰者名簿に記録し保存する。

（雑　則）　　

第10条　　表彰の人員は各社の保有車輌数１０輌に１名の割とする。

　　　　但し、２０年以上はこの枠外として毎年各社２名以内とする。

第11条　　本表彰の締め切りは毎年３月１０日として以降は無効とする。

附　　　　　　則

　1.　この規程は昭和46年9月21日より実施する。

　2.　この規程の一部を昭和50年7月28日改訂実施する。

　3.　この規程の一部を平成6年12月2日改訂実施する。

　4.　この規程の一部を平成25年4月1日「一般社団法人」と読み替える。

